
岐阜県自動車整備商工組合 

創立４０周年記念事業 

日立レンタカーシステム 

ご利用促進キャンペーン 

〈対象その１〉 

新規に営業所を開設し、レンタカーを導入いただいた組合員様 
 

〈対象その２〉 

既に基本契約を締結されており、レンタカーを増車される組合員様 

  ※但し、継続契約、代替導入車輌は対象外です。 

対象 
期間 

（新規導入車輌の契約始期） 

平成２９年４月１日 ～ 平成３１年３月３１日 

キャンペーン対象の事業者様へ 

１台につき５､０００円分の金券をプレゼントします。 

● キャンペーンの内容については、当商工組合までお問い合わせください。 

● レンタカーシステムを詳しくお知りになりたい方は別紙「ＦＡＸご相談依頼申込書を

当商工組合までお送りください、折り返し担当者よりご連絡差し上げます。 

  

 岐阜県自動車整備商工組合 電話（058）270 ‐ 1670 ／ ＦＡＸ（058）270 ‐ 0324 




